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資料１－６ 
 

本庁舎等整備工事に関する条例等に基づく説明会等における意見・提案等と区の考え方 

 

 【凡例】条 例 ：条例等に基づく説明会 

リング5 ：第5回リング会議 

専門家  ：区内専門家との意見交換会 

リング6 ：第6回リング会議 

ｲ ﾝ ﾌ ｫ ：情報発信の場「Info-Ba（場）」 

 

○計画条件･計画概要（２１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  高さをもっと高く。15～16階建てにし

てほしいです。15階建てにはできない

のですか？ここは 5～6階建てしかダ

メなのですか？敷地は山もり、高さは

いまいちです。 

本庁舎の敷地については、都市計画

で最高高さは 45mまでと定められ

ており、建物の高さについては 45

ｍ以下（庁舎の場合10階程度以下）

とする必要があります。 

2 ｲ ﾝ ﾌ ｫ  元々もっと丁寧に使って、改装してい

れば建替えは必要なかった。前川さん

の建物はとても素晴らしい。今でも使

いやすい。●●区に比べてずっと良い。 

本庁舎等整備については、建築後

50年以上を経過した本庁舎等につ

いて、区民サービス面や災害対策

面、環境対策面などで様々な課題や

問題点が明らかになったことから、

平成28年に「世田谷区本庁舎等整

備基本構想」を取りまとめ、本庁舎

等整備を進めてきました。 

また、本庁舎等整備における設計者

選定プロポーザルにおいては、現庁

舎等の空間特質の継承を1つの課

題として挙げ、設計者からの提案を

求め、本庁舎等設計審査委員会にお

いて審査をいただきました。その結

果、佐藤総合計画が最優秀者として

選ばれ、この案をベースとし、区民

意見を取り入れながら設計を進め

てきました。設計では、区民会館ホ

ールを保存・改修しながら①広場を

中心とした建物構成、②交流空間の

つながり、③ケヤキや池などの豊か

な外部空間、④区民活動の舞台とな

る区民会館の4つの点を現庁舎の

３ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  建て直す必要を全く感じません。内装

を変えながら大切に扱う時代です。 

４ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  現庁舎のような素晴らしい建物は残し

てほしい。欧州のように歴史的建造物

を価値あるものとして扱う精神を継承

していただきたい。 

５ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  前川さんの建築物は国や世田谷の宝で

す。京都のロームシアターのように整

備して次の時代にも残していってほし

いです。 

６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  前川さんの建築残してほしかったで

す。残念です。 

７ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  インバウンド観光に携わっています

が、上野東京文化会館もよくご案内し

ます。向かいの西洋美術会館はコルビ

ジェ設計で今や都内唯一の世界遺産と

いう目玉的建物とあわせ、東京文化会

館をご案内すると、皆さま西洋美術館

よりも感動されます。これと同年に建
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てられた我らが区庁舎、区にとってこ

れほどの観光資源は区にはありませ

ん。特に、この建物は前川さんの中期

の傑作ということを、最近もコルビジ

ェ建築に加えＦ.Ｌ.ライト建築も世界

遺産に登録されることがほぼ決まって

います。今後もモダニズム以降の建物

の価値は世界的に見直される機運で

す。建物は一度解体されたら取り戻せ

ません。 

空間特質の要素ととらえ、新庁舎の

設計においても、これらを継承、発

展させる計画としています。 

８ リング６ 「人生 100年時代、社会とともに、環

境とともに」と、前川建築の説明の最

後にあげられました。住宅地に巨大な

建物、多大な税金投入と維持管理の負

担、後の世代に遺されて欲しい建築物

がなくなってしまう！ 

９ リング６ 今日、広場では子供の為のお祭りをや

っていました。紙やビニール袋以外の

板が飛ばされていました。自然災害が

毎年起きています。海水温度が上がっ

ていることは、台風の強さにブレーキ

がかけられないことを意味するそうで

す。東京都や世田谷区がどんなに頭が

良かろうと、大雨や強風が世田谷区に

来ないなんてことはまずないでしょ

う。台風シーズンは、イベントシーズ

ンでもあります。小さな広場、小さな

敷地に10階建て、木や石のリングテラ

ス床材…今日のようなお祭りに、「飛ん

でくるかもしれない」と気をもみなが

ら参加する様になるのではないでしょ

うか？仕上げ材について話し合ってい

るようですが、もっと大きなことから

地に足をつけて考えてください。目に

見える美しさに気を取られる人には、

足元から忍び寄る危険を真剣に考える

ことはできません。私が気付いた時に

は、既にコンペが終わっていました。

これから一年間、アメリカ選手団のお

世話で大変な時を迎えます。国民、区
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民もそちらに関心が移って地から足が

離れていますので、2020年までこの話

は一時停止ボタンを押して下さい。そ

して基本構想の部分から、名だたる一

流建築家の設計を壊す必要性の部分か

らもう一度、広く世田谷区とその近隣

区にも呼び掛けて、沢山の意見、デー

タを募って下さる様にお願い申し上げ

ます。 

１０ リング６ 皆様が一生懸命議論しているのに、以

下の意見は申し訳ないですが、そもそ

も三軒茶屋ならともかく住宅街の中に

ある区役所を増築して機能を集約する

のは無理があると思います。今後、東

京は近未来に大震災に襲われる可能性

大です。その時、区役所は防災や復旧・

復興の司令塔になるわけですが、現在

地では、その役割を全うするのは無理

もあります。 

むしろ現在地は、「歴史・文化ゾーン」

として前川建築はオリジナルを最大限

に生かし、周辺の文化造産とのネット

ワークで緑ゆたかな住宅地として発展

させる、文化会館と出張所機能を有効

に生かして下さい。 

新区役所は、いざというときヘリコプ

ターや大型車両が出入り出来る場所を

確保すべきです。（これこそが行政の大

きな知恵をはたらかすべきところで

す。）出来てしまった建築は今後 50～

60年と使うため、出発点で失敗しない

ようにして欲しい。 

平成21年 8月に、世田谷区本庁舎

等整備審議会において「（本庁舎等

の）場所については、歴史的な経緯

等から現在の敷地が望ましい。しか

し、交通の利便性等から移転の可能

性について、今後、検討が必要であ

る。」との答申をいただきました。

その後、検討を進め、区は平成 26

年 3月に世田谷区本庁舎等整備方

針を策定し、「本庁舎の場所は、審

議会答申を受けて、さらに、移転の

可能性について、交通の利便性、周

辺環境との調和、災害対策本部とし

ての適正等の観点から検討してき

たが、用地取得や用途地域等の関係

で、本庁舎の現在地以外に望ましい

場所を見出すことができず、現在地

とする。」ことを基本として、検討

を進めることとした経緯があり、こ

の考え方に基づき、本庁舎等整備を

進めています。 

区役所周辺地域では、災害に強い街

づくりを目標として、地域の皆さん

のご意見をいただきながら、平成

16年に防災街区整備地区計画を策

定しました。以降、建物の不燃化や

避難ネットワークの形成に取り組

み、区域全体の防災性は着実に向上

しています。 

本庁舎等整備においては震災のみ

ならず、火災水害等、様々な災害に

対応できる計画としています。 
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１１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  保育園を併設すべき!!!多くの人が困

っています。 

本庁舎近隣の施設需要の中で、保育

施設は、若林小学校の新校舎に併設

して世田谷保育園、代田保育園の統

合園が整備されるほか、世田谷保育

園の跡地や世田谷1丁目17番に私

立認可保育園が整備予定であり、エ

リアの保育需要に対して必要な施

設整備が計画されています。 

本庁舎等については、限られた敷地

の中で区民交流や災害対策機能な

どを整備する必要があり、建設可能

な規模には限界もあるため、他の機

能との一体的な整備は難しいと考

えています。 

１２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  住居を作るべき。 本庁舎等敷地は第二種住居地域（建

蔽率60%、容積率300%）に指定され

ており、本庁舎等に求められる機

能・規模等を考慮すると、他の用途

に利用できる床面積を確保するこ

とは困難であると考えています。 

１３ リング５ 住宅地にこんな巨大な（高さ、面積）

公共施設はいらない。近隣住民の生活

を脅かしている。 

本庁舎等の規模については、区民機

能の拡充や駐車場・駐輪場等の整備

による区民の利便性の向上、現在狭

隘化により周辺に分散している本

庁舎の機能集約化、区民サービスを

維持するための職員配置等を勘案

し、必要な規模を設定しました。 

本庁舎及び関連施設の職員数は、平

成 31年 4月 1日現在、3,011名で

す。本庁舎等の竣工時期を踏まえる

と、ＩＣＴやＩｏＴ技術の進展や東

京 2020オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の終了、地区地域の充

実・強化を目指す地域行政の推進や

働き方改革の推進等における減要

素も見込まれる一方、現時点では、

人口増に伴う各分野の行政需要の

増加のほか、児童相談所の移管など

の都からの権限移譲に伴う増要素

も見込まれます。このことから、将
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来の変化に対応できるよう、規模を

算定する職員数を3,100名とし、こ

の数をもとに設計を進めています。

新庁舎竣工後、直ちに本庁が機能す

るためには、現在検討している規模

が必要になると考えています。 

近隣住宅へは、上層階をセットバッ

クし、圧迫感を和らげたり、建築基

準法による日影の基準に対して可

能な限り余裕を持たせるなど、配慮

した計画としています。 

近隣の方とはご要望に応じて、これ

までも個別に協議を行なっていま

すが、今後も引き続き丁寧な説明に

努めていきます。 

１４ リング５ 建物だけの問題ではなく、５支所の問

題等もっと話し合うべき！！ 

本庁は、区としての政策方針、計画、

危機管理における本部機能など全

区的な統括を基本に、一部行政サー

ビスの実施機関としての役割を持

っており、専門性の高い事務や集中

化によるメリットのある事務等、本

庁で実施することが効果的・効率的

であると判断される事務について

は、本庁で取り扱う行政サービスと

して位置づけています。 

一方、総合支所は、防災・防犯対策、

保健福祉施策の推進や地域におけ

る街づくりの推進、街づくり協議会

への支援に代表される対人での総

合的なサービスや区民参加が必要

な事務等、地域や地区での総合的な

支援の仕組みを整え、的確な支援の

役割を担っています。 

このような総合支所としての機能

を果たし、それぞれの政策課題に柔

軟に対応するため、これまで総合支

所機能・組織の拡充や再編を繰り返

してきました。 

今後、児童相談所の移管など自治権

拡充に伴う国や都からの権限委譲

がある中でも、地区・地域の強化を
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基本に、地区、地域、本庁の果たす

べき機能の最適化と効率的な事業

執行を図る必要があり、総合支所の

機能を適宜見直しています。 

１５ リング５ （基本設計）P.3 パースにあるように

地区防災施設である道路が広場に一体

化されているようですが、道路管理者

（警察）との協議は済んでいるのです

か。 

設計等の段階に応じて、交通管理

者、道路管理者等との協議を重ね、

意見や指摘事項を反映し、計画、設

計を進めています。 

１６ 専門家 中央道路によって、建物の制限が多く

なっているため、道路の廃道を再度検

討すべきかと感じた。 

中央区道は、北側の広域避難場所に

指定されている「国士舘大学一帯」

へ続く避難路であり、区役所周辺の

約 52haに指定されている防災街区

整備地区計画の地区防災施設の道

路となっています。 

本地区計画は、平成 16年の策定当

時、街づくりの視点から地域の皆様

のご意見を頂きながら策定したも

のです。策定以降、建物の不燃化や

避難ネットワークの形成が進み、区

域全体の防災性は着実に向上して

います。区といたしましても、本地

区計画は安全安心な街づくりに大

変有効であると考えています。 

本地区計画における地区防災施設

の整備方針では、「災害時には避難

路や延焼を防ぐ道路として、日常は

安心して往来できる道路として、都

市計画道路や主要生活道路に接続

する適切な幅員の道路を整備する」

としています。 

本計画におきましても、日常は安心

して広場と一体的に利用ができる

よう、自転車歩行者道を目指すとと

もに、広場に面していない南北部分

については、区民会館の搬入経路や

新たに公用車用駐車場の出入り口

を設けるなど、既存道路を活かした

効率的な計画としています。今後も

交通管理者、道路管理者等との協議

１７ 専門家 ２年以上前から真ん中の区道について

廃道にするべきだと申し上げてきた。

道路なのに広場の設えになっている。

なぜか。道路があるために各敷地の建

物が厳しくなっている。道路上に広場

のような設えは警察も了解しているの

か。道路上に広場の設えをして、そこ

で交通事故が起きたら誰の責任なの

か、道路管理者か。ちゃんと整理がさ

れていないまま作っていくことは問題

ないのか。 
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を踏まえ、安全安心な空間として整

備し、適切に管理していきます。 

１８ 条例 中央区道を8mから10mに拡げたことに

よって敷地面積はどのくらい減ったの

か。 

現状の8mから10mの幅員を10mで

直線状に線形変更する計画として

おり、約410㎡減少します。 

１９ 条例 バスベイを作ることによって敷地面積

も減っているはず。その面積を教えて

ほしい。 

バスベイ部分が道路区域に編入さ

れた後は、約250㎡減少します。 

２０ 条例 工期変更と旧玉川高校に仮設庁舎を作

るというのはプロポーザルで佐藤総合

計画が評価されていた工期が短い事と

仮設がいらないという事の２点がダメ

になったと考えてよろしいでしょう

か。 

工期については、基本設計段階では

64ヵ月と想定していましたが、建

設事業者に対するサウンディング

型市場調査の結果、資材調達の困難

さや建設業における働き方改革に

よる影響を踏まえ、工事施工者選定

の入札が不調となるリスクを回避

する必要があると区が判断し、より

適正な工期として、75ヶ月に延伸

しました。 

仮設庁舎利用を含むローリング計

画については、区民の利便性を最優

先に、区民窓口関係や福祉関係部署

が近接する配置計画としました。こ

の考え方に基づき、各工期の部署配

置を検討した結果、旧玉川高校を活

用することにより、区民利用が多い

窓口等を本庁に残しつつ、計画的に

移転・引越をしながら工事を遅滞な

く安全に進めることができると区

が判断し、今回の計画の変更をお示

ししたところです。 

２１ 条例 プロポーザルで佐藤総合が評価された

工期と仮設がいらない点、さらにテラ

スは区の説明会でも言われていた、た

だの廊下になりあまり意味がなくなっ

ているという事をふまえると、プロポ

ーザルで評価された点は全部なくなっ

たと考えていいのか。 

世田谷区本庁舎等設計者審査委員

会では、分棟型の建物を繋ぐ「世田

谷リング」というコンセプトによっ

て全体として一体感があり、各施設

の機能的な連携が期待できるとと

もに、来庁者にとってもわかりやす

い構成となっている点、配置計画が

シンプルかつ効率的であること、執

務空間が低層で集約され、将来の変

化にも対応しやすいと考えられる
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点、空間特質の継承についても、区

民ホールを保存し、東側道路からの

アプローチや広場の構成を含めて、

現庁舎等の特徴をよく咀嚼した提

案となっていた点などが評価され

ました。 

これらの審査委員会で評価された

考え方を設計の基本的方針とし、実

施設計を進めています。なお、リン

グテラスと広場をつなぐスロープ

の設置を検討しましたが、テラスの

幅が狭くなってしまう点、区民交流

機能からの広場の見通しが悪くな

る点などから、設置しないこととし

ました。 

 

○設計コンセプト（２４件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

２２ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 基本構想の最も大事な「空間特質」は

一体どこに消えてしまったのですか？ 

本庁舎等整備基本構想において、現

庁舎等の空間特質の継承を方針の1

つとして掲げています。これを受け

て、ケヤキ並木、ピロティ、広場、

区民会館といった要素や関係性を

保存、継承することで、全体が一体

的につながる空間となるよう設計

を進めるとともに、階高を抑える、

上階は壁面後退する、階構成で外観

を変えるなど、周囲との調和を工夫

しています。 

また、前川建築の特徴である階段、

人工地盤（微地形）の考え方から、

広場からリングテラスがつながり、

さらには東西棟の連携性を高める

ことは、継承だけでなく発展にもつ

ながり、新しい価値（空間）を創造

できると考えています。空間特質の

継承とともに、設計の基本的方針に

も掲げるとおり、「すべての人に分

かりやすく、利用しやすい、人にや

さしい庁舎」の実現を目指します。 

２３ リング５ 空間特質の継承しかほとんど継承され

ていない。 

２４ 専門家 前川國男は、敷地内だけでなく、低層

住宅地で区役所のボリュームがなじむ

か、周辺も含めた空間特質を考えた上

で検討している。 敷地内の話ではな

い。配布資料では、周辺住宅の記載が

ないため、周囲も含めた検討をしない

と空間特質の継承にはならない。また、

中庭の断面図が示されていない。 

２５ 専門家 中庭や敷地内だけの話じゃない。緑化

だって周辺との関係性を考えないとい

けない。タイルや中庭だけ継承すると

いうのは前川建築の空間特質の話とは

異なるもの。空間特質についての考え

が浅い。空間特質の継承は色やタイル

だけでは議論にならない。 

２６ 専門家 空間の継承は建築家にとって重要だ

が、一般市民にとって空間特質の継承

はどこまで価値があるのか。専門家だ
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けの意見で空間特質の継承が具現化し

たときに、市民と建築家との評価に乖

離がないか確認すべき。空間特質の継

承をどのように説明するか、不安が残

る。 

２７ 専門家 継承も大事であるが、一方で、新しい

価値の創造も必要。新しい庁舎ではリ

ングテラスが特徴的であるが、これに

ついては前川の思想と絡めてどのよう

に考えているのか。本日は継承（保存）

だけで新しく出来るリングテラスと前

川建築の関わりの説明がなかった。そ

の説明が欲しい。 

２８ 専門家 広場の空間特質の継承はピロティ部分

が２階だからこそできている。今回の

計画は５階となり東側の空が見えない

ためできていない。広場そのものが空

間特質を継承できていない。 

２９ 条例 現庁舎の空間特質の継承・発展とは、

どのような意味で何をするのか。 

３０ リング６ 会議開始前に、事前資料を一読した感

想をお伝えいたします。 

まず、本会議が最終段階になって、「前

川建築」の継承を前面に出されたこと

に驚きました。建物外壁、平面と全面

的に”前川イズム”を打ち出された事

は、本来そのような計画であったのか

と疑問符が付きます。前川ワードであ

る「エスプラナード」「円外空間の連続

性」についても、従来計画検討中にあ

まり耳にしなかった言葉です。”リン

グ”を市民と行政が共有していくコン

セプトが突然消滅したかのようで違和

感が大きいと感じます。 

いずれにしても、これまで議論してき

ました蓄積が、本計画に少しでも反映

していけば幸いです。「リング」と「前

川継承」との関係性については再考と

する必要だけ、最後に提言させていた

だきます。 
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３１ リング６ 前川建築の継承も確かに重要であり大

切であるかと思いますが、個人的に前

川建築にこだわりすぎている様な所が

ある印象を感じました。自分は専門家

ではないので良く分かりませんが、も

う少し「世田谷全体」を意識した様な

外観やオリジナリティがあっても良い

のではないかな、と思いました。 

理由は、前川建築の継承、保全と言う

点では区民会館や新庁舎全体の構成等

で達成されていると思ったからです。 

また、これ以上前川建築の継承にこだ

わり過ぎると、新しい所と衝突し合っ

て難しくなるのではないかと思いま

す。 

個人的には歴史や自然もテーマになっ

ていたかと思いますので、区役所周辺

は、緑もあり歴史的建造物もあります

ので、そう言った（前川建築の歴史で

はなく）世田谷の歴史等を伝えたり、

継承する様な文化的、歴史的な外観・

デザインを取り入れても良いのではな

いか、と思いました。 

３２ 専門家 ホワイエと広場の関係が前川建築を継

承できていない。現状は広場を中心と

して繋がっているのに対し、ホワイエ

が広場に対して開いていない。 

３３ リング６ 佐藤総合計画の報告で、「前川建築を出

来るだけ継承して、若者に繋げる」ど

う繋げるのでしょうか？原案（ホワイ

エと広場、区民の交流の場）は、変わ

らないのですよ！！今の広場を若者は

充分活用（イベント、ライブ、映画上

映等々）出来ます。”いや、しますよ！”

新しくデッキを作ることが若者に繋げ

ることだと思っているとしたら、大い

なる勘違いじゃないでしょうか？？ 

３４ 条例 新庁舎等においては、前川國男設計に

ついての説明スペースは作るのか。 

現在第１庁舎ホールに設置されて

いる大沢昌助氏のレリーフを、区民

会館利用者を迎え入れる空間を演３５ 条例 区民会館ホワイエに設置予定の前川國
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男建築等を紹介するスペースについ

て、40年後、50年後に何でこんなもの

を残したんだろうということがないよ

うに、しっかりと引き継いでもらいた

い。 

出できるよう、区民会館エントラン

スホールに再現する計画としてい

ます。その背面に、前川國男氏や現

庁舎に関する展示スペースを設置

する検討を行っており、設えについ

ては前川建築設計事務所や大沢昌

助氏の著作権者である方と協議を

行っています。 

３６ 条例 区民会館ホワイエに第１庁舎のレリー

フを復元するとあるが、美術専門家、

世田谷美術館や作者の大沢昌助氏の遺

族に確認はしたのか。 

３７ リング６ 「ホワイエ」に設けられる「レリーフ」

は再現される様だが、全く素敵でない。 

３８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 近年の世田谷区建設の施設は、階段と

廊下のスペースばかり大きく、会議室

やホールの有効スペースが利用割合に

比し極めて狭いです。例えば、千歳台

温水プール、希望ヶ丘区民集会所、新

代田区民集会所など多数。 

利用目的や利用者数など見込み難いで

すが、もう少し市場調査的な見方や利

用目的を考えた方が良いのではないで

しょうか。同じく地価が高く限られた

スペースしかない新宿区の施設はスペ

ースが有効活用されています。区役所

用地は折角の広大なスペースですの

で、デザイン・意匠ばかりではなく、

利用上効率的な施設をと思います。あ

まりにも老朽化とスペース繰りに苦労

している現区役所施設の現状を良く鑑

みて頂ければと思います。 

廊下等の共用部分、執務スペース、

会議スペース等の面積のバランス

を考慮し、効率的な計画となるよう

配慮しています。 

３９ リング５ ＵＤの考え方はだれでもが同じように

使えるという考え方です。区庁舎も本

当の意味でＵＤの考えが反映されるよ

うにお願いします。 

基本設計時には、避難、トイレ、窓

口の３つのテーマについてＵＤの

専門家等から助言をいただくＵＤ

検討会において考え方を整理しま

した。今後はサイン、窓口について

ＵＤ検討会を開催し、ＵＤの考え方

を設計に反映していきます。 

４０ リング６ 既存中庭のタイルを砕いて用いるのに
は反対！ 

広場の舗装材料についてはパター

ンを含め、費用、メンテナンス、耐

久性などの面から今後も引き続き

検討していきます。 

４１ リング６ 既存タイルをそのまま使うことが無理
ならば、同じデザインで造れば良いの
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ではないか。平面図を見せられないの

はおかしい。既存の前川建築物の一部

をぜひ残してほしい。 

４２ リング６ 床のパターンは強いこだわりはない
が、前川さんをただマネする、という

のではなく、その柄の意味や効果等の

背景を踏まえ、これが良いというとこ

まで踏み込んで考えられると尚良い

な、と思います。 

４３ リング６ だれもが使いやすいＵＤの考え方から
すると、平面であること、近くにある

ことが必要ではないですか。交流スペ

ースも地元（支所）に置くのが使いや

すい。グローバルな視点で、希望ある

建物は焦らず、ゆっくり考えてほしい。 

新庁舎では、本庁舎を区民自治と協

働・交流の拠点として位置づけ、区

民、区民団体、事業者、ＮＰＯ等と

行政が協働するための区民交流機

能を整備する計画としています。 

区民交流機能については、区民交流

機能を東側からのメインアプロー

チに面した東棟の１階に配置し、リ

ングテラスに面した２階にも区民

交流室を配置しています。なお、２

階の区民交流室ヘは休日、夜間でも

庁舎内のエレベーターを使用して

アプローチすることが可能な計画

としています。 

４４ リング６ 外装の素材として金属パネルが多く使

用されているように見受けられるが、

あまり艶のないマットな方が落ち着き

を感じられてよさそう（個人的な好み

もありますが…） 

ご意見として頂戴します。 

４５ 専門家 昔、区役所辺りの元宿に住んでいた吉

良氏の家臣であった今川氏により世田

谷が開拓された。このような歴史のこ

とも考えて欲しい。 

展示やギャラリーで歴史を紹介す

るなどの工夫も重ねていきます。 

 

 

○配置計画（２件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

４６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ  ホールの位置を動かしていないので、

東棟と西棟との一体化が十分でないと

思われる。残念。 

東西敷地の間には区道があるため、

地下通路やリングテラスにより東

西棟の動線を確保し、一体性を高め

るよう計画しています。 
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４７ 専門家 区民ホールと東棟の離れの距離が短す

ぎる。区民ホールが肩身の狭い印象が

ある。離れの距離を大きくすべきでは。 

３階部分で区民会館に近い壁面を

後退させるなどの工夫を行ってい

ます。 

 

○動線計画（３０件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

４８ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 基本方針には明記されていないが、災

害時に車椅子利用者が安全に地上へ

下りることが出来るスロープが、リン

グ会議や区民説明会の席で話題とな

っていた。低層部に区民が利用する機

会が多い窓口を配置していることか

ら、２階リングテラスからのスロープ

は確実に必要である。 

しかしながら、西側アクセスの階段部

にスロープと階段を合体させた登坂

路は、只でさえ建物との関連から下に

行くほど幅員が狭くなっており、そこ

に無理やりスロープと階段を合体設

置する必要がない。否、むしろ合体設

置による通行時の不安全さのほうが

問題である。 

車で来庁した障害者用の乗降スペー

スが広場に接続した敷地の北側と南

側に設けられており、リングテラスか

ら地上に降りるスロープを設けるこ

とで災害時の避難ルートは一応確保

できるものと考える。西側階段部にも

スロープを設ける場合にはそれ相当

の必要性の説明が必要であり、その合

意なしでは西側のスロープは設ける

べきではないと考える。 

リングテラスへのスロープについ

ては、ユニバーサルデザイン審議

会、リング会議等の意見も踏まえ、

高さ 4.8メートルのテラスまで約

80メートルのスロープを上る必要

があり、スロープが長く、テラス

に上がる経路として選択されるこ

とが少ないと考えられる点、スロ

ープを設置することにより、テラ

スの幅が狭くなってしまう点、区

民交流機能からの広場の見通しが

悪くなる点などから、設置しない

こととしました。 

なお、災害時の避難については、

東棟、西棟に１基ずつ設置する停

電時でも非常用発電により運転が

可能なエレベーターにより、安全

に地上へ避難できる計画としてい

ます。（定員：車椅子３台、介助者

２名程度。） 

また、リングテラスについては、

①東西棟をつなげ、機能連携をは

かる、②通路機能だけでなく、2

階レベルの広場機能を併せ持つ、

③区民交流スペースをリングテラ

スに向けて設置し、閉庁時も使え

るようにする、④テラス沿いに配

置されるレストランへの動線とな

る、といった機能から設置するこ

ととしています。 

４９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ リングテラスからのスロープは元々

地震時の車椅子利用者やベビーカー

使用者の避難手段確保であったはず

で、それが広場の大階段（催しものス

テージ目的を含む）との関連で設計か

ら除くとしたことは本来の目的を放

棄したことになるのでは？西１期棟

北側（観光バス駐車場方向）の壁に、
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本来の目的の避難スロープを設置す

べきである。 

５０ リング５ 車椅子の方が上るスロープが 3F（階

段）迄あるとの事ですが、2Fまでに

車椅子が止めて休憩出来るスペース

は在るのか？ 

５１ リング５ 確かに階段は少ない方が嬉しい。スロ
ープのそばに線引きで歩道が造られ

る事を望む。 

５２ リング５ ＵＤ審議会の意見は真っ当だと思っ
た。一般人が使わないところは車椅子

の方も使いたくない。車椅子の方の意

見を尊重してください。 

５３ リング５ リング、大階段、スロープありきでの
意見交換であったが、スロープ階段は

危険なものであると思う。 

５４ リング５ 大階段、スロープも普段は上る人がそ
れほどいないかもしれませんが、それ

でも下りの時は使う人は多いと思い

ます。日常的にも使う人も、もちろん

いると思います。階段だけでは、世田

谷区はＵＤから目をそむけていると

認識されてもおかしくないのでは？

とにかく、だれもが同じ目的を達する

ための手段を用意することは必要だ

と思います。 

５５ リング６ 広場へのスロープ設置に関してはプ

ランが示された時点から危険なもの

であると認識していた。三軒茶屋駅の

スロープで車椅子が転倒した場面に

遭遇していることから。スロープ設置

をなくしたことは大いに良かったと

思うが、大階段も必要ないと思う。中

庭が狭くなり、階段をステージとして

利用する必要もない。 

５６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 補助 154号線からの進入アクセス階

段のスロープは残すとしているが、補

助 154号からの車椅子利用者の数的

予測はしていないとしながらスロー

プを設置することは説明がつかず、単

本庁舎の敷地については、広場と

西側敷地の西側では約5ｍ程度の

高低差があります。 

現状では西側の補助154号線から

庁舎へアプローチする場合は、庁
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に階段とスロープの一体化構造を設

置する目的しか見えない。根拠を明確

にすべきである。 

舎南側の道路若しくは、勝国寺通

りを通ることになりますが、どち

らも勾配が急な経路となっていま

す。 

今回、西側エントランスから広場

へ至るスロープを設置することに

より、車いすを利用される方等に

も西側から安全に広場へアプロー

チできる動線を確保することが可

能となります。 

５７ リング５ 西側スロープ最悪、危険。 
５８ リング５ 西側のスロープについて、みんながア

プローチする所にきちんとスロープ

があることはいいと思う。 

５９ リング６ リングは広場が狭くなるためいらな

い。ゆったりとした空間がなくなり、

前川国男の空間特質が失われる。 

リングテラスは、２階レベルで東

西棟をつなぎ、区民、職員の日常

的な移動動線として東西の機能連

携を強化します。また、屋根をか

ける予定の北側のリングテラス、

テラス下の１階部分は、北側・南

側の地下通路とともに雨天時でも

雨に濡れない通路として利用でき

ます。 

テラスの設えは、車椅子の方や子

どもが使用することにも配慮し、

手すりを設置し、床はフラットな

ものとするとともに、区民会館ホ

ール前を除き、車いす同士がすれ

違える幅を確保し、回遊性を向上

させます。 

テラスにはまとまったスペースを

設け、区民が日常的に憩える場や、

イベント等の際には、地上の広場

との立体的な利用も可能な場とし

て計画します。 

また、災害時は、１階広場部分が

車両置場や災害対策拠点などの車

両のためのスペースとなるため、

リングテラスは歩行者のためのス

ペースとなり、歩車分離を立体的

に図ることができます。火災時な

どは、リングテラス経由で安全な

棟に避難することができるため、

区として大変有効であると考えて

６０ リング５ リングデッキがあるからこのような

使いにくい庁舎を作らなければなら

ない。根本から見直して下さい。 

６１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ リングテラスはいらない。中庭が狭く

なるので空間が生かされた区民の憩

いの場とならない。 

６２ リング６ 「リングテラスはあくまで通路機能

…」という意見もあったが通路だけと

捉えてしまうにも大きいし勿体ない。

広場的な利用、ベンチや植栽を置いた

りするのは賛成。 

６３ リング５ リング、大階段、スロープありきでの
意見交換であったが、「リング」は必

要であると思わない。広場は現存の状

態で出来るだけ余計なものは造らず

広さを有利利用していく策を考えて

いただきたい。 

６４ リング５ 今回のリング会議でも「リング」とい
うプロポーサル以来のキャッチフレ

ーズにとらわれています。“リングテ

ラス”を設計する段階で“ユニバーサ

ルデザイン”は考えられていたのでし

ょうか？会の最後の障害者の委員の

方から、リング・階段・スロープにつ

いての意見が出されました。尊重して

頂きたいと思います。 

区民からはこれまでもリングの意味、
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必要性が問題点として問われてきて

います。これまでのリング会議では、

この基本的なそもそも論は“一つの意

見”としておさえられてきました。本

日のリング会議でユニバーサルデザ

イン審議会の委員の方の（スロープに

対する）意見（多数意見？）を知るこ

とが出来て有意義でした。“ユニバー

サルデザイン”は単なるバリアフリー

ではなく、それを超えるものである

と。それは建物の構造を工夫すること

にとどまらず、すべての人々がともに

快く共存できる建築であること。新庁

舎では来庁者だけでなく近隣の人々

にも快い建築物であることが求めら

れています。私は現時点でも、リング

テラス、階段スロープで区民の集う広

場が狭くなる設計を再考して頂きた

いと思っております。 

います。 

これまでリング会議では、これら

の機能を確保しつつ、広場面積を

できるだけ広くする検討を行って

きました。今後もテラスの有用性

を理解いただけるよう説明に努め

ます。 

６５ リング５ ますますリングデッキ（テラス）は害
こそあれ、利点のない不要なものだと

思います。 

６６ リング５ “リングテラス”を作ることで予算が
余計にかかります。そして建物外側部

のメンテナンスも当然必要となりま

す。区民の願っていない建造物を作っ

て税金が使われることに同意できま

せん。 

６７ リング５ 基本設計案のリングテラスの幅は明
らかに広すぎる（ex.大階段最上部で

は 7.6M、東西つなぐ橋 6.0M、西棟と

りつき 5.5M）目的不明の空間に出来

上がったときに愕然としそうです。通

路機能なら W2.5Mが適当、MAXでも

3.5M。 

６８ リング６ 今回スロープがなくされたというこ

とですが、スロープ・階段はリングが

なければ問題になりません。（階段は

広場に食い込む） 

６９ 専門家 職員からも設計には問題があるとい
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う声が出ていると聞いている。職員の

中には雨に濡れずに東と西の往来が

できた方がいいという意見がある。以

前に同様の検討がされ、雨に濡れるこ

とのないよう本庁舎整備を進めると

いうことで提案があった。職員さえ望

んでいることを図面に反映しないの

はなぜか。ブリッジをつけたところで

濡れるじゃないか。 

７０ 専門家 噴水もエスプラナードだと思うが、バ

ス停を優先している。そのことについ

てどう考えているのか。庁舎のメイン

エントランスにバス停があるのはお

かしい。 

世田谷区役所に乗り入れているバ

ス路線は 3系統あります。そのう

ち 2系統は区民会館の南東側で折

り返し運行しており、監視員がい

るとはいえ、区役所等を利用され

る多くの方々が通行する歩道を跨

ぐ運用がなされており、本庁舎等

の整備にあわせて、より安全で安

心なバス乗降環境を整備していき

たいと考えています。バスベイに

つきましては、道路交通法上の設

置基準にあった箇所を選定し、歩

行者の安全性の確保やケヤキの保

全など、配慮すべき事項について

検討を重ね、警視庁の指導なども

踏まえた上で、安全運行の確保に

必要な箇所や規模、形状となって

おります。 

また、具体的なバスの運行ルート

はバス事業者等と協議中ではあり

ますが、警視庁との協議や本庁舎

の施設計画等の内容も踏まえ、バ

ス利用者にとって真に安全で便利

なものとなるよう整備していきま

す。 

なお、既存の折り返し場はバスベ

イができた後は緑地、歩道になり

ます。松陰神社前駅側からのケヤ

キ並木へのアプローチ空間が豊か

になることは空間特質の発展につ

ながると考えています。 

７１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ バス停が複数台分、予定されているよ

うですが、図面を見る限り、敷地を欠

いて道路の幅員を拡げて、バス停と読

み取れるのは、北方向だけに見えま

す。南方向はそのままでしょうか？ 

現在は、バックでの進入が必要です

が、バスが滞留可能なスペースがあり

ます。 

将来的に高齢者比率も上がり、交通弱

者への配慮の観点からも、公共交通た

るバスへの配慮も不可欠と感じます。

もともと世田谷区は南北方向の鉄道

路線がなく、ダイレクトにアクセスが

可能なバス路線の拡充（を将来的に目

指すこと）と、その様な際に対応可能

なバス停留所空間をあらかじめ確保

しておくことが、この本庁舎整備を機

会に必要と考えます。  
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７２ 専門家 中央道路を残すことで、広場で何か行

う際には区に道路占有の届出が必要

になるのか。それは区民にとっては手

間がかかってしまう。 

中央道路は、自転車・歩行者専用

道路として、広場と一体的な利用

を目指していきますが、通常利用

以外の占用等をする場合は、一般

道路と同様の手続きが必要となり

ます。 

７３ 専門家 西棟２階の保健福祉部への来庁者数

を考えると西棟のエスカレーター２

台は必要ない。東棟のエスカレーター

も同様。 

西棟２階（３期工事部分を除く）

に配置される国保・年金課及び保

険料収納課へは、窓口利用調査結

果から１日約130名の来庁者が想

定されています。また、西棟２階

（３期工事部分を除く）には職員

数として約200名が入る予定です。

エスカレーターは、エレベーター

と比較して待ち時間なく利用でき

る利便性があること、ピーク時に

おけるエレベーターの利用負荷軽

減や勤務時間中の職員移動にもあ

る程度の効果が見込まれることか

ら設置を計画しています。 

なお、東棟はレストランや区民交

流室など窓口以外の区民利用スペ

ースもあり、上りエスカレーター

による動線を計画していました

が、利用予測を踏まえ階段に変更

します。 

７４ 条例 西棟のエスカレーターは1日100人が

利用するという話だったが、エスカレ

ーターというのは 1時間に 1000人を

送る輸送装置。1日100人の為にエス

カレーターがどうして必要なのか。わ

ずかな人数しか利用しないのに、わざ

わざお金のかかるエスカレーターを

付ける必要はないと思う。 

７５ 条例 身体の悪い人、お年寄りはエスカレー

ターが怖くて使えない。 

７６ 条例 税金でそのようなお金のかかるエス

カレーターを付けないでほしい。メン

テナンス費もかかる。通常エスカレー

ターというのはデパートや駅など大

量の人が来るところで大量輸送する

際に必要。1日100人程度しか使わな

いところに利便性があるからといっ

て付ける必要は全くない。庁舎中央の

エレベーターを管理して使った方が

はるかに使いやすい。 

７７ 条例 西棟のエスカレーターは不要なのに

なぜ作るのか。 

 

○区民機能（１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

７８ 条例 

 

現庁舎の美術品の新庁舎における展示

について、世田谷美術館と協力して取

り組んでもらいたい。 

新庁舎における美術品の展示につ

いては、区民の目に触れる場所への

展示、また、展示する美術品の内容

などについて、世田谷美術館の協力

も得ながら検討していきます。 
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○区民サービス・執務環境計画（１０件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

７９ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 西棟の内部の設えを、働く職員と来庁

する利用者の区民との合同の検討会

で相談して欲しい。 

執務空間については、新庁舎で働

くことになる若手職員などを対象

に、めざす働き方や執務環境をテ

ーマに、これまでワークショップ

を10回以上実施し、検討してきま

した。 

平成30年9月にとりまとめた世田

谷区本庁舎等整備基本設計（案）

中間報告では、執務環境の基本的

方針や執務空間の標準レイアウト

と各スペースの考え方を示し、区

民の皆様にも説明会等で説明し、

ご意見等をいただきました。 

平成30年度後半からは、区民の皆

様からいただいたご意見も参考

に、各課ヒアリングを実施し、課

の配置や課に関連する諸室等の配

置、什器等のレイアウトのほか、

窓口カウンターのあり方、キッズ

スペースの設置など、詳細な意見

交換を行い、実施レイアウト設計

を進めているところです。 

実施レイアウト設計の内容につい

ては、第 1庁舎 1階にある情報発

信の場「Info-Ba（場）」などで適

時公開し、区民の皆様のご意見を

伺っていきたいと考えています。 

８０ リング６ リング会議の運用上の問題はいろい

ろとあったかもしれませんが、今後出

来上がった区役所をどう使っていく

かの方がより重要だと思います。 

８１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ 本庁舎の窓口カウンターの前の空間

が狭いと思う。来庁者がゆったりと動

けるスペースをとってほしい。 

通路幅は、ユニバーサルデザイン

の考え方を踏まえ、車いす同士で

もすれ違える幅の確保を基本に、

窓口カウンター前で1.8m以上を確

保しており、防火区画に必要なス

ペースも考慮した十分なスペース

を確保した計画としています。 

また、サインについては、来庁者

の視認性等を考慮した配置計画を

検討していきます。 

８２ 条例 カウンター前の幅が 2m程では、ほと

んど使えないなど、また、ロビーのよ

うな部分で長いカウンターを設置す

ることでサインが見えないなど使い

勝手上の問題もたくさんある。専門家

を集めた会議を何回かやるべき。 

８３ 専門家 基本設計には階段の防火区画が記載
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されていないので分からない。以前か

らカウンター前の空間が狭いと言っ

ているが、防火区画があると更に狭く

なる。 

８４ 専門家 執務空間が広すぎて、ヒューマンスケ

ールではない。条件上こうするしかな

かったのかもしれないけど、前川さん

が見たら何と言うか。 

将来の組織改正や職員数の増減な

どに柔軟に対応できるオープンフ

ロアとし、機能的、効率的な執務

空間としています。 

８５ リング５ （基本設計）P.13 ・LGBT用のWCは

必要です＝特にトランスジェンダー

の方が利用するときに感じる最大の

ストレスは「トイレに入る際の周囲の

視線」→『だれでもトイレ』→P.29

のプランでは満足されていないよう

です。 

トイレレイアウトは引き続き検討

し、想定される多様な利用に対応

した、どなたでも利用しやすいト

イレとなるよう検討します。 

８６ ｲ ﾝ ﾌ ｫ トイレが狭すぎ！税金払うからもっ

と広くして！ 

８７ 条例 西側の 3F、4F事務室の広場側に間仕

切りがきた場合に、建築基準法の採光

の部分をクリア出来ているのか。開口

が小さすぎて上部の採光がとれてな

いような気がする 

庁舎等の事務所には、建築基準法

の採光の規定は適用されません

が、横連窓で、腰壁や垂れ壁によ

る直射日光の制御を図りながら採

光を考慮しています。また、会議

室については、共用部に面した壁

はガラスパーティション（プライ

バシー対策はフィルム）により室

内の奥まで光が届くような配慮を

計画しています。 

８８ 専門家 西側はエコボイドやポツ窓しかなく、

中庭側も会議室が並んでおり、執務室

は採光がほとんど取れない計画にな

っている。 

 

○環境計画（１６件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

８９ 条例 グリーンインフラへの取り組みにつ

いて、広場の保水性舗装は前に比べて

前進されていると思うが、バッと緑を

増やすという観点から緑を使う、緑を

持ち込むということまで考えてもら

いたい。 

区では、区政 100周年にみどり率

33％を達成する計画としており、

本庁舎についても、この目標達成

に資するよう、西側のアプローチ

の階段を、みどりを併設したスロ

ープにするなど、基本設計段階か

ら変更を加えています。可能な限

り敷地内の緑化を図る一方で、樹

種の選定にあたっては、維持管理

面も視野に入れた緑化計画として

９０ 条例 緑化率が 32％で、水面を合わせても

34％はどう考えても情けない。広場あ

るいは駐車場、車を処理するスペース

などでも舗装で緑を確保すればもっ
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と緑化率が上がってみどり率も上が

るはず。少なくともそういう努力をし

て、数字だけでも 35％や 40％と、胸

を張って言えるような数字として出

せる努力をお願いしたい。 

いきます。 

また、グリーンインフラに関して

も緑化部分に貯水機能を持たせ

る、地上部分については保水性舗

装を採用するなど、様々な取り組

みを計画しています。既存の池に

ついては保存する計画とします

が、水面部分は緑化率ではなくみ

どり率に含めることが出来ます。 

また、そのほかの環境配慮として、

太陽光パネルの設置、高効率設備

機器の導入、自然通風の確保など

を計画しています。 

９１ ｲ ﾝ ﾌ ｫ はっきり言って設計図を見ても良く

分かりません。希望していたデザイン

が選ばれなかったので残念ですが、少

しでも人に優しい自然を取り入れた、

先を見すえた建物としてください。

(効率ばかりを考えず)効率は経済の

みで十分です。 

９２ リング５ 屋上緑化はメンテが難しく、長期利用
は困難かと。「既存水景」の池は残る

のでしょうか？図面を見ると池の部

分が「緑」に塗られているが、おかし

いのではないか？（池にも緑化率に入

るのか？） 

９３ リング５ 緑化はできるだけ考えてほしいです。
しかし、維持管理費がかかりますが、

継続的にできるかどうか…。 

９４ リング５ 新庁舎となると、あれもこれもと考え
てしまいがちですが、やはりシンプル

がいちばんだと思います。緑化につい

ては、あまり、大きくなる落葉樹はよ

くないのではないかと思います。 

９５ 条例 道路が真っ直ぐになっているが、道路

も歩行者専用道路のはず。今回一緒に

整備する制約はないと思うので、同じ

ような扱いで当然保水性というのは

道路だから変わるわけではないため、

同じように作るというのを基本にし

て、排水だけは別で考えるべきではな

いか。 

中央道路は、日常は安心して広場

と一体的に利用ができるよう、自

転車歩行者道を目指すとともに、

設えを統一するなど、一体性を確

保する計画としています。また、

道路境界石を設置するなど道路区

域を明確にするとともに、道路排

水についても適正に設置していき

ます。 ９６ 専門家 中央道路は、道路とするなら排水溝、

縁石もとらないといけないのでは。 

９７ 専門家 予算におさまらないからしっかりと

検討するよう一年半前から言ってき

た。発注者がアクティブにやってこな

かったから後でこうなりましたとか、

これまでのリング会議、説明会等

でいただいたご意見を参考に、既

存のケヤキの保存に配慮するとと

もに、東２期棟の東側にケヤキを
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ワークショップ３回をやらなかった

とかいう話が出てくる。公共の建物な

んだから模範的な建物であるべき。緑

なりなんなりも屋上に作ればいいだ

ろとしてしまっては民間もみんなそ

ういう逃げ方をする。 

新植することで敷地北側までケヤ

キ並木を延伸する計画としまし

た。 

また、グリーンインフラの考えを

取り入れ、雨水流出抑制やヒート

アイランド対策等に取り組むとと

もに、区民に開放を予定している

屋上緑化部分についても、区民の

憩いの場となるよう工夫を重ねて

いきます。 

９８ リング６ ケヤキの古木は台風とか地震の時、危

険ではないのかしら。心配です。 

敷地内の既存のケヤキ等について

は樹木医による調査を行い、状態

の悪いものについては、新しいケ

ヤキに植え替える計画としていま

す。 

９９ 専門家 東棟側のケヤキの大きさと広場側の

ケヤキの大きさが矛盾しているので

は。 

図面のケヤキの大きさについて

は、現状の樹形を表現しています。

敷地東側のケヤキについては、剪

定を行っており、枝ぶりが小さく

なっています。 

100 専門家 ５階建てとなるとケヤキの剪定を今

よりも行わなくてはいけないのでは。

（２階建てなら３階以上はする必要

ない。） 

現状でも建物上部にかかる部分の

剪定を行っており、今以上の剪定

が必要になるとは考えていませ

ん。 

101 

 

条例 風のシミュレーションをなぜ一定の

数値で行わないのか。 

気象庁等の過去の風速データをも

とに、風向別に風速を設定してシ

ミュレーションを行っています。

風環境シミュレーションは、平常

時の環境評価を目的に行うもの

で、台風等暴風の影響を評価する

ことが目的ではありませんが、各

風向とも設定した風速よりも強ま

る箇所がないことは、シミュレー

ション結果から確認できます。ま

た、世田谷区付近では、南からの

風と北北西からの風は頻度も多く

強い風が吹く一方で、東西方向の

風が吹く頻度は低く、風速も低い

特性があります。 

なお、東１期棟は10階建てですが、

102 

 

条例 風について、本当に正しいシミュレー

ションを行ったのか。 

103 条例 風のシミュレーションについて、模型

を作って10mから20mの風がどんな状

態が生まれるか風洞実験を行うべき。

なぜ過去のデータでしか行わないの

か。 

104 条例 最近の台風は非常に強い風速を伴っ

た台風が多く、今回の千葉県での台風

15号も住民に大きな影響が出ている。

その辺は公共施設としてより慎重に

考えるべき。近隣の建物が台風時や風

の強い時に受ける影響をチェックす

るのは公共施設として最低限やらな



令 和 元 年 １ １ 月 ７ 日 
本庁舎等整備推進委員会資料 

 

23 
 

ければならない周辺住民に対する配

慮だと思う。 

全体的には５階程度の低層型の建

物であり、風洞実験を行う必要は

ないと考えていますが、植栽や庇

形状の工夫などで風環境への影響

を低減していきます。 

 

○平面計画（６件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

105 ｲ ﾝ ﾌ ｫ （基本設計）P.25の議会棟10Fの展

望ロビーの面積が小さく、ガラス面に

沿って外の景色を鑑賞することは出

来ても、椅子に座って落ち着くスペー

スは確保されず面積的に余裕がない。 

同じフロアの大会議室の形状が矩形

ではなくL型となっていることに疑

問を感じる。何故L型なのか？そうせ

ざるを得ない理由は何か？ 

大会議室の一部に×を附したスペー

ス（ダクトスペースなのか？）がどう

しても必要なスペースであるならば、

その壁線まで倉庫と控室をスライド

させて、その分だけでも展望ロビーを

広げることを検討して欲しい。 

東１期棟 10Fの展望ロビーについ

ては、富士山等の眺望ができるよ

う、西側全面を展望エリアとして

います。北西の角にはまとまった

スペース（約40㎡）を確保し、テ

ーブルや椅子に座って、休憩でき

るスペースを計画しています。 

なお、同フロアーの大会議室の一

部には、ダクトスペース（排煙用

ダクトと空調用ダクトを設置。）を

計画しているため L型となってい

ますが、大会議室に必要な面積を

確保する必要があることから、倉

庫等をスライドさせるご提案は採

用が難しいと考えています。 

106 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 議会棟の委員会室、議場の設えを、主

権者である区民と議員との合同検討

会で話し合ってほしい。 

議会棟については、区議会議員を

構成員に、新庁舎議会施設検討会

を設置し、詳細に検討を進めてい

るところです。検討内容について

は、適時、区議会ホームページで

会議録を公開するとともに、本庁

舎等整備に対する意見等について

は、区ホームページや第１庁舎１

階にある情報発信の場「Info-Ba

（場）」で受け付けています。 

いただいたご意見等については、

区議会事務局とも共有し、進めて

いきます。 

なお、これまでの説明会等では、

機能の如何によらず、各階とも同

程度の図でお示ししています。 

107 リング５ 区議会棟のより具体的基本案も説明

してほしい。 

108 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 議会棟のエレベータの着床階変更が

提示されたが、元々議会棟の各フロア

ーの具体的設計案が区民に提示され

ていない。区議会議員の意向を重視す

るのではなく、区民の為の区議会であ

る事を踏まえた上で議会棟４フロア

ーの設計内容を区民に提示すべきで

ある。  

109 専門家 道路斜線についてはセットバックで 一部は道路斜線をクリアする目的
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逃げている。構造的に合理性がない。

合理的な根拠を示すべき。スパンを8

ｍにするのと 16ｍにするのはどちら

に経済的合理性があるか。 

もありますが、建物ボリュームの

圧迫感の低減など、周辺への配慮

によってセットバックをしていま

す。 

16ｍスパンを8ｍにした場合は、執

務室内に柱が生じるため、プラン

の制約が大きくなり面積効率が下

がります。 

110 条例 建築基準法第 48条第 6項の但し書き

にある許可を受ければ建築してもよ

いというものの中に、300㎡以上の車

庫は含まれているのか。また、車庫の

面積自体も様々な工夫により減らす

べきだと思う。 

第２種住居専用地域では、建築物

に付属する車庫は、車庫以外の面

積と同等まで設置することが出来

ます。施設により生じる交通需要

を、周辺に影響させずその敷地内

で処理するよう、必要に応じた駐

車台数を確保します。 

 

〇立面・断面計画(１３件) 

111 条例 西棟の計画概要について、容積率が最

大300％の中、基本設計では293％、今

回の説明会では 298.58％と 5％増えて

いる。西棟の西側の土地は、3m～5m下

がっており、こんな建物が造られたら

我々の生活は死んでしまう。世田谷区

の過去８年間の建築計画約 200件を確

認したが、世田谷本庁舎の容積率が３

番目に大きい。こんなに大きな、

298.58％の容積率をもった建物が住宅

地の中で建つのはありえない。140㎡

建てた場合、建築基準法違反の建物に

なる。 

平成 20年から平成 26年までの期

間、世田谷区本庁舎等整備審議会や

庁舎計画推進委員会において、本庁

舎の場所について検討を行いまし

たが、現在地以外には望ましい場所

が見出せなかったため、現在の場所

で計画することとしています。 

これまで、西側敷地への影響を軽減

するために、１階の階高の縮小、西

側の壁面の位置の調整、緑地等緩衝

帯の設置、上階のセットバック、屋

上の設備スペース位置の調整など

の配慮をおこない、日影や圧迫感へ

の対応を行っています。 

また、現在計画している地下２階よ

り深い部分の地層は極めて硬く、掘

削が困難なため、地下を拡大する

（例えば地下３階にする）こととな

れば、工事費や工期に大きな影響が

出ると考えられます。現在の敷地境

界線付近を大きく掘削することは、

近隣への影響も大きく、また、執務

環境としても適切なものにはなら

112 条例 西棟の西側に設備のダクト等が付いて

おり、それが日陰になり、圧迫感にな

る。そのため、設備空間の位置を変え

るべきではないか。設備空間を北と南

に分ければ西側に高い物が出てくるこ

とはなくなり、少なくとも日陰や圧迫

感は緩和される。 

また、西側の敷地は高低差が 3m～5m

あるわけだから、地下１階と地下２階

を事務室として使えるはず。地下１階
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と地下２階を事務室にすれば５階は必

要なくなり、４階も恐らくなくなると

思う。しかし佐藤総合計画に聞くと、

地下はお金がかかるとばかり言う。近

隣住民の為であればお金はかかっても

いいのではないかと思う。 

ないと考えています。 

また、必要な規模を確保しつつ、周

辺住宅への影響を配慮し、東棟の一

部のみ10階の計画としています。 

 

113 条例 西棟北側に隣接する住宅の地盤レベル

は、西棟の平均地盤面に比べて 3.6m

程度低い。そのため、5時間線が庭先

を通っており、計算すると庭先の日陰

がなくなることがなく、十何時間日陰

になる。 

東棟の周辺の住宅は 3時間線、5時間

線が住民敷地に入っておらず、区役所

の敷地内だけで大体収まっている。固

定資産税、税金を払っているのにもか

かわらず、西側の住民の敷地に日陰が

くるというのは不公平。平等にしてい

ただきたい。西側敷地の斜面にある木

を残すのはいいが、西側の住宅に対す

る日陰に関しては認識がお粗末。 

また、ノバビルの敷地内に日陰を大き

く伸ばすことによって、西側の住宅に

日差しが多く届いている。ノバビルを

取り壊すことが区役所にとってはメリ

ットになっても、西側の住民にとって

はデメリットになった。 

114 

 

条例 西側に設備空間を設けたことで本来は

窓を付けられる部分が半分程度塞が

り、職場環境が悪くなる。中庭側は廊

下に間仕切りがあって窓も何にもな

い。西側の住民の事も考えて設計すれ

ば設備空間は北と南に分散してダクテ

ィングするなどの対応ができたので

は。 

115 条例 風景や環境は、建物単体で成立してい

るものではなく、周囲の環境とその建

物がどういう風にとりあっているか、

またそれが今まであった風景を壊して

ないかなどを含めて考えなければなら
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ない。新庁舎の西側敷地では、一日中

真っ暗な住居に住まなければならなく

なるのか。公共施設で 430億円もの税

金を使ってなぜそのようなことを行う

のか。 

116 条例 西側に居住している住民が一日中日陰

で暮らすことを避けるためにも、住民

の意見を聞き、この段階なら計画を変

えられるのではないか。西側の地下の

斜面を掘って執務空間にすることで、

建物全体の高さを低くし、西側の住民

が住みやすくなる、職員が働きやすく

なるといったことはないのか。 

117 条例 新庁舎ができるにあたり、近隣住宅へ

の建物の圧迫感はどうなるのか。西側

敷地の斜面部分を削ってそこから庁舎

を建てれば、庁舎の高さが低くなる。

お金がかかっても上手くやればできる

と思う。 

118 条例 プロポーザルにおいて、佐藤総合計画

の提案には、西側の住民に対する配慮

が一切書かれていなかった。６社のプ

ロポーザルがあったが、６社のうち４

社は西側について敷地の形が悪く、土

地が下がっているから特別配慮しなけ

ればいけないということが書いてあっ

た。単なる何万平米という要件を満た

すため、ここに大きな建物を造ったと

いうことだと思う。 

119 条例 容積率を 99.5%くらい使っており、基

準法を守っているから良いと考えてい

ることが問題で、西側住民に対して全

く考慮していないような建物になって

いる。 

120 条例 建築基準法第一条に目的という項目が

あり、「この法律は、建築物の敷地、構

造、設備及び用途に関する最低の基準

を定めて、国民の生命、健康及び財産

の保護を図り、もつて公共の福祉の増

進に資することを目的とする」とある。
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明確に建築基準法の中で公共の福祉に

資することを目的とすると書いてあ

る。これが何を意味しているかよく考

えてもらいたい。法律さえ守っていれ

ばいいということではない。容積率

298％は勘弁してもらいたい。 

121 条例 西側の見通しに関して、西側で日照を

抑えながら目線を切る様な、そういう

方法も他の事例をみると存在する。西

棟について、なぜこのような建物を設

計するのか。 

122 リング６ 10階はやめてほしい。景観としても美

しくない。地下を作って低層に直して

ほしい。品のない本庁舎をつくらない

でほしい。 

123 リング５ （基本設計）P.27 立面計画、中層階 

― 熱負荷対策になぜ上階配置が関わ

るのか説明してください。 

― 「プライバシー確保」も意味不明で

す。 

一般的に、夏季の東西方向の日射は

周辺の建物などに遮られることも

多く、下層部よりも上層部に日射に

よる影響が生じる傾向にあります。

そのため本計画では４階、５階部分

にルーバーを設置することとして

います。また、ルーバーの設置は近

隣への視線対策としても機能する

ものと考えています。 

 

○世田谷区民会館整備計画（５件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

124 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 区民会館の出入り口が一枚扉では外

部の雑音が遮断できない。 

区民会館ホールは、客席周囲の廊

下全体を前室と考え前後に扉を設

ける計画としています。廊下から

の光に対しては、照明の工夫や廊

下の窓をふさぐなどの対応でホー

ル内への影響を抑えます。 

客席内に出入り口を設けた場合、

席数が大きく減少することと、落

下防止の手すり壁を設置する必要

から舞台の視認性に影響が生じる

こと、段床の改修として躯体の撤

去は行わないことなどから、ご提

案の計画は採用が難しいと考えま

125 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 通路の照明の明かり（非常用通路灯を

含む）が扉を開閉するたびに会場内に

入って観客の気を散らせる。 

126 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 観音開きのドア（２枚で通路巾1800)

の外側に階段（図面では巾900程度）

が計画されており、開場を退出する観

客が渋滞・転落の危険性がぬぐいきれ

ない。過日の区民合唱団（観客概ね

800人）の終演後に、舞台袖側の出入

り口からの観客と中央部の出入り口

からの観客でごった返して、中央部出
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入り口は観客が立ち止まって動けな

い状況であった。改築計画ではここに

階段（高低差1400程度か？）があり、

ドア横を右折（又は左折）してすぐに

下りる不安定さと通路の狭さで事故

が起きかねないことが想定される。階

段巾を広くすれば多少は安心感が増

すかもしれないが、現況の通路巾（壁

面の寸法）は 2500程度しかなく、階

段巾を広げる余裕はない状況である。

出入り口巾の半分の巾しかない階段

を下りるときの、観客・群集の移動時

心理に関する権威者の意見を徴収し

て、安全上の問題の有無を確認して欲

しい。これらの理由で、客席中程に階

段でホールに上がる上り口２箇所を

計画することを強く求める。元々、ホ

ール後方の客席フロアは改修計画で

あり、基礎部を含めて半地下に近い高

さのトイレ設計と進入路を計画する

ことを要望する。  

す。適切に手すり設置すること、

扉と階段の位置の調整などにより

安全に配慮した計画となるよう検

討していきます。 

音響については、プロセニアムの

高さを高くすること、客席の気積

を出来るだけ確保すること、適切

な反射板を設置することなどによ

り、性能の向上を図ります。 

127 リング５ 区民ホール（音響設計及び会場内への

進入扉（階段を経由して））について、

説明が欲しい。 

128 リング５ （基本設計）P.29 トイレ＝「ホール

定員数に対応した十分な」と「女性ト

イレについてはトイレ待ちの列が滞

留するスペースを考慮」が計画として

整合してしまいますが入場者を男女

半数と考えているかもしれませんが、

入場者全体が女性の催しがあるかも。 

区民会館のトイレについては、１

階は男性用小便器８基・大便器４

基、女性用１５基、２階は男性用

小便器４基、大便器２基、女性用

５基の設置を予定しています。ま

た、この他に男女共用トイレや車

椅子対応トイレも設置します。 

 

○構造計画（２件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

129 リング５ 区民ホールロビー部分での免震構造と

非免震構造との接合部の設計データ及

び概要寸法（例えばクリアランス寸法

接合部区間長等）を提示してほしい 

詳細な図面は、入札用の資料となり

ますので、原則としてお示しできま

せん。 

130 リング５ （基本設計）P.27 １、２Fの代表的

な部の矩計図を示してほしい。 
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○電気設備計画・機械設備計画（１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

131 リング５ （基本設計）P.11 雨水貯溜槽からの

ポンプアップで下水管の放流とある

が、下水管の容量のチェックはできて

いますか。雨水浸透桝は随所に考慮さ

れていますか 

排水計画については、下水道局と

協議のうえ決定します。雨水浸透

施設は浸透枡、浸透トレンチなど

のほかにもグリーンインフラの考

えを取り入れ計画しています。 

 

○建設計画（１２件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

132 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 建設時のローリングの根拠について

の数量的説明がないまま、現在に来

ている。第一期完成のスペースに、

第二期着工の為の解体される執務室

が収まる計画となっていない。 各

段階での新設工事面積・解体工事面

積を具体的な提示なしでローリング

計画の成否が判断できない。 

駐車場もさることながら、現在庁舎

周囲の駐輪場スペースがほとんど工

事用スペースとなることが想像され

る。 各段階での面積数値を明らか

にして欲しい。 

ローリング計画（各部署移転計画）

は、来庁者の利便性を基本として、

既存庁舎及び仮庁舎の執務室面積

を基に検討のうえ、座席や什器等

が移転先で配置可能か、レイアウ

ト図面を関係所管と確認しながら

検討を進めています。今後、ロー

リング計画が定まった際には、区

ホームページ等でお知らせするほ

か、移転前には区のお知らせ、掲

示板、窓口等におけるチラシ等を

活用して区民の皆様等への周知に

努めます。 

また、来庁者用の駐車場及び駐輪

場については、庁有車用駐車場及

び職員用駐輪場を近隣の区有地等

に移転させることで、本庁舎敷地

内に配置し、来庁者の皆様にでき

る限り影響のない配置計画として

います。 

【来庁者用駐車場配置計画】 １

期工事・２期工事期間中：第２庁

舎裏立体駐車場 ／ ３期工事期

間中： 東２期棟地下駐車場 

【来庁者用駐輪場配置計画】 １

期工事期間中：第１庁舎北側、第

２庁舎前・第３庁舎前 ／ ２期

工事期間中：西１期棟北側・東側、

第２庁舎前 ／ ３期工事期間

中： 東２期棟北側・東側、西１・

133 リング５ 建設ローテーションで完成建物の延

面積と次のステップの為に解体する

必要のある延面積の数値をを明確に

提示して欲しい。どうしても面積に

次のステップの解体面積と合致しな

い気がする。 

城山分庁舎の駐車場にプレハブ仮事

務所が必要ではないか？駐車場スペ

ースも十分チェックして欲しい。 

134 リング６ 現在、平日に多くの自転車が駐輪し

ている状況から見ると工事期間中の

駐輪スペースをしっかり確保できる

計画をして欲しい。 
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２期棟付近 

135 条例 条例説明会において、工事の説明が

なかった。事業者が決まっていない

からかもしれないが、近隣住民とし

ては７年に及ぶ工事中の工事車両通

行の危険性や、騒音などの被害が一

番大きい。どのような車両が通行し

たり、どのような被害があるかとい

うことをその都度分かりやすく説明

してもらいたい。 

本工事は、解体と改築を繰り返す

非常に難易度の高い工事になりま

す。３つの工期ごとに仮設通路や

工事車両通路が変わるので、その

都度説明会を行い、ご理解いただ

けるように努めます。また、工事

区域及び工事ヤードには仮囲等を

設置のうえ、来庁者用の動線と明

確に区分します。 

136 リング６ 当然、建築工事スペースと関連スペ
ース等で計画建築平面図での面積で

はないので、工事期間中の関係者通

路と一般区民の通路を明確にしてロ

ーリング計画をしてください。 

137 リング６ 今回 6回でリング会議は終了という
ことですが、仮庁舎を玉川高校跡に

約 7億かけて建てると議会で議員が

指摘しているとの事を耳にしました

が、この点について、区民への説明

がありませんでした。疑問です。 

本庁舎整備期間中の執務室面積・

駐車場不足への対応、工期の短縮、

工事工程の影響を受けない移転を

可能とするため、旧玉川高校の借

受について、今後、東京都へ借受

要望書を提出のうえ、協議を行う

予定です。借受にあたっては、改

修工事、賃借料、維持管理費とい

った経費が発生する一方で、元々

予定していた第２庁舎４階、５階

の仮執務室の改修工事費が不要と

なる、工期の短縮による工事経費

の縮減などの効果もあります。賃

借料をはじめとした諸経費が明ら

かになった際には、区議会への報

告、区のホームページへの掲載な

どにより説明します。 

138 リング６ 建築工事ローテーションで面積的に
も機能的にも十分数値を明確にして

行き詰まりのない様にして欲しい。 

都立高校の仮事務所を借り入れると

の話ですが、ぜひコスト的にも引っ

越し的にもしっかり計画をして下さ

い。 

139 条例 旧玉川高校の仮設費用等はどうなっ

ているのか。 

140 条例 日々トラックが通ったり、朝から晩

まで大規模な工事の音がすることは

すごく不安なので、工期短縮の為と

予算圧縮のために鋼材を分離発注す

るなどの方法はないのか。 

施工上の責任区分の明確化という

点から、構真柱をはじめとした鋼

材等の分離発注は困難であると考

えています。 

141 条例 構真柱の納期に時間がかかるという

ことだが、構真柱だけ先に分離発注

すればよいのではないか。 
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142 条例 ７年もかけて工事をするのであれ

ば、プランを立て直すなどの方法は

ないのか。２０２７年に竣工するの

に、今からそんなにガチガチと決め

ず、立ち止まる必要もあると思う。 

工事発注は来年度を予定していま

すが、工事内容が未確定だと適正

な入札を行う上で支障があるた

め、その時点で全体が適切に計画

されている必要があります。 

143 条例 解体工事のアスベスト対策はどのよ

うになっているのか。 

詳細な撤去計画は、施工者が決定

することになりますが、法令等に

則りアスベストを飛散させないよ

うに撤去を行います。 

 

○総事業費（８件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

144 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 本庁舎整備計画において、工期延長

に関して「1期工事の工程を短縮する

目的で計画していた工法を、使用す

る鋼材の納期を要する為に通常の工

法に工程計画を変更した。」との理由

説明があったが、そもそも工程短縮

の為に計画していた１期工事の工法

とは何か？工期を延長して通常の工

事なのか？さらに工期を大幅延長し

ても工事費に影響が無い理由を具体

的に説明頂きたい。工期が大幅に延

長となると、賃料、材料費、現場経

費（機械や現場経費、職員給料他）

の増加、さらには工期が長くなるこ

とで物価上昇による工事費スライド

（単価スライド他）の可能性が無視

できない。それをどのように抑える

方針なのか？説明を求む。  

工期短縮のために、逆打ち工法の

採用を想定していました。通常は

土を掘削し、地下から上階へ施工

していきますが、逆打ち工法は１

階に作業用の床を設置し、地上と

地下を同時に施工するものです。

逆打ち工法では、作業用の床を支

えるために構真柱という杭を設置

しますが、これを取りやめたこと

による費用の減少と工期延長によ

る工事費の増加が概ね同等になる

ものと試算しています。 

工事着手後の物価上昇はやむを得

ないと考えており、状況に応じて

適切に対応します。 

145 条例 工期が 11か月伸び、費用も 17億円

程増えるということだが、その中に

この工期延長によって生じたプラス

分が含まれてるのかご説明いただき

たい。 

146 専門家 工法、工期変更に伴い、金額が変わ

っている。これは区として了承して

いるのか。 

今回お示しした工事費の増は、工

期、工法の変更によるものではな

く、来年５月の発注時点までの物

価上昇を想定して増額したもの

で、今後外装の工夫などを行い、

147 条例 まだ着工前だが、当初の説明よりも

予算が膨らみ、工期も伸びている。
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これからどんどん予算も膨らみ、工

期も伸びるのではないか。区は発注

する立場として予算を決め、どれほ

ど材料が高騰しても、歯止めを掛け

てもらいたい。 

４３２億円に収めるように設計を

進めます。 

また、新庁舎の規模については、

プロポーザル実施後に本庁舎に集

約する施設が増えたこと等、設計

条件の変更により増加したもので

す。 

なお、光熱水費、法定点検費、改

修費についてはお示ししています

が、維持管理費については、新庁

舎の管理委託内容が定まり次第、

お示しします。 

148 専門家 17億円金額が増している。そのお金

は税金。 

149 リング５ 模型に道路表示もなく、東西南北の

表示もない。建築家意見で●●氏の

模型には「うそ」が多いとの事。な

ぜ●●氏（佐藤総合計画）は先に建

築費の 420億円という金額があるの

ですか？ 

150 リング６ この計画は初期のプロポーザル案か

らどんどん逸脱した計画になってい

て、その上、床面積の増加、事業費

の膨張は将来の税収減を考えたとき

に認めることはできない。その上、

維持管理費を含め、区民に示してい

ないのは何故なのか。毎年かかる維

持管理費は、区の予算にとっても重

要なファクターである。 

151 条例 設計時に予算オーバーするとまず外

壁の仕上げを工夫する必要があるほ

か、ガラスを壁にする、建具などを

うまく工夫するなどで対応すればコ

ストが下がるのではないか。 

 

○全体スケジュール（１件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

152 条例 

 

区民としては、工事期間はなるべく圧

縮してもらいたい。７年は長すぎると

思う。 

建設業法の改正により、発注者には

適切な工期で発注することが求め

られるようになります。建設事業者

に対するサウンディング型市場調

査の結果を踏まえ工期を７５か月

としました。近隣の皆様にはご迷惑

をお掛けしますが、工事は十分配慮

して行いますので、ご理解をお願い

します。 
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○その他（４８件） 

番号 分類 ご意見概要 回答・区の考え 

153 ｲ ﾝ ﾌ ｫ  改修工事に入る前に、バックヤードを
含む見学会を実施して欲しいです。 

工事着工前、竣工後など、何らかの

形で見学していただける機会を作

れるよう、実施時期、方法等を検討

していきます。  

154 ｲ ﾝ ﾌ ｫ  やむを得ないとはいえ、名建築が取り
壊されるのは寂しい。解体前に１～２

週間程度、内部を自由に見学、撮影で

きる機会を設けて欲しい。 

155 専門家 建築専門家との意見交換会の目的が

明確でなくわからない。会議の議事録

はどのように使用されるか。廃道まで

戻るような意見もあったが、生の意見

をリング会議に出すのか。 

9/23(月・祝)に開催した第6回世田

谷リング会議にて、建築専門家との

意見交換会でいただいたご意見は

リング会議各委員、傍聴者のみなさ

まにご紹介し、そのご意見を踏まえ

た意見交換を行いました。また、当

日使用したスライド資料は区ホー

ムページで公開しています。 

156 専門家 建築専門家との意見交換会での意見

はどのようにリング会議で取り扱わ

れるのか。 

157 リング５ 実施設計・基本設計の各インターバル

で建築家のチェックが欲しかった。 

リング会議は、設計の各段階を広く

公開し、共有しながら、より良い設

計とするための意見交換を行う趣

旨で、公募した区民 10名、周辺地

域団体代表4名、障害者団体代表2

名、学識経験者3名等で構成されて

います。広場の構成や外構をはじめ

とした現庁舎の空間特質の継承を

テーマに予定していた第６回リン

グ会議において、意見交換をより活

発に行っていただくため、事前に建

築専門家による意見交換会を開催

し、建築専門家からのご意見等をス

ライドにてご紹介しました。建築専

門家からのご意見は、区のホームペ

ージでご覧いただけます。 

また、現在は法的手続きや工事のた

めの図面を作成する実施設計に着

手しており、リング会議は第６回を

もって終了させていただきますが、

今後は、建築基準法に基づく計画通

知の申請の前段階の手続きとして、

世田谷区風景づくり条例に基づく

建設行為等の届出制度、世田谷区ユ

158 ｲ ﾝ ﾌ ｫ 佐藤総合の設計案を専門家の目でチ

ェックすることを望みます。 

159 リング６ 専門家の意見をどう取り入れていく

のか。リング会議はここで集約するに

しても、まだまだ改善していく事は多

いと思うので、何らかの形で今後も専

門家との意見のやり取りを続けてほ

しい。 

たしか、ＶＲも活用するという話があ

ったかと思うので、どんどん進める前

に区民により分かりやすい計画案の

提示をしていただきたい。 

160 リング５ 平面図では建築専門でない者には理

解困難です。今後のリング会議は“専

門家の会議”の場も必要だと思いま

す。 

161 ｲ ﾝ ﾌ ｫ  リング会議も4回のみで区民の声が反

映した論議になっていたとは、傍聴し

たものとして、到底思えません。リン

グ会議に建築専門家が1人も入ってい

なかったようですし、疑問です。再度、

専門家を入れたリング会議の再開を
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望みます。 ニバーサルデザイン推進条例に基

づく世田谷区ユニバーサルデザイ

ン環境整備審議会、世田谷区環境基

本条例に基づく環境配慮制度等、そ

れぞれの分野の専門家に確認する

ことになります。また、設計内容に

対する要求品質の確保の確認、コス

ト管理については、コンストラクシ

ョンマネジメント業務委託により

第三者によるチェックも実施して

います。 

なお、本庁舎等整備の基本的方針の

ひとつに掲げた「区民自治と協働・

交流の拠点としての庁舎」の実現を

目指し、庁舎の使われ方や管理方法

等を検討するために区民の皆様か

らご意見をお聞きする場の設置な

ど、本庁舎整備の各段階に応じた適

切な区民参加の手法を検討してい

きます。 

 

 

162 リング６ リング会議を継続して欲しい。話し合
いが足りない。 

163 リング６ 建築専門家との意見交換会の内容が、
プリント資料としてあればよかった

です。スクリーンも読み取れず、説明

も速くて理解しにくかったのですが、

基本的な課題がいくつかあげられた

と思います。リング会議の初めの段階

でもっと論じられる必要があったの

ではないか。 

164 リング６ 建築専門家との意見交換会とリング
会議を合流させた会議の継続を望み

ます。 

165 リング６ 建築専門家との意見交換を1回だけで
終了させることは難しいです。大変大

事。 

166 リング６ 450億円を越える巨費をかけて建築す
る本庁舎という公共建築物が後の

人々からも高く評価されるものとな

るためには、環境・安全・防災・地域

制・ＵＤ・景観等、広い視点から総合

的に分析・評価した上であるべき姿を

追求するべきである。個別分野毎の専

門的視点からの評価を踏まえた上で

の客観的・総合的判断が求められる。 

以上の視点から、今回の「区内の建築

専門家会合」は一回で終わらせること

なく、少なくとも5回程度は開催し、

●●●●委員長の下で、あるべき本庁

舎のための勧告・提言レポートをまと

め、区長に対して提出するというプロ

セスを踏むことが必要である。 

167 専門家 佐藤総合計画よりリング会議とワー

クショップを行うという提案があっ

たが、ワークショップの開催がなく、

現在に至っている。今までこのような

事前会議がない中、このタイミングで

何故建築専門家との意見交換会を実

施したのか。 
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168 専門家 基本設計の中に瑕疵があるので、空間

特質の議論をしても意味がないので

は。専門家に確認して欲しいと意見し

ている中で、本日の会議を開催するの

はおかしい。今までも専門家との話し

合いを申し入れしてきたが、受け入れ

てもらえなかった。 

169 リング６ 「前川國男の設計に関する考察」は、
リング会議の一番初めにやるべきだ

った。 

設計者選定時に佐藤総合計画の提

案にあった「空間を構成する要素を

保存・復元・発展し、次世代に引き

継がれる世田谷らしい風景として

再構築する。」という考えから、第

1回リング会議では現在の広場空間

の見学会を行い、第2回リング会議

以降はリングテラスや大階段等に

ついての意見交換を行いました。こ

のように、第1回目からの各テーマ

についても「前川國男の設計に関す

る考察」、「空間特質の継承」に繋が

るものと考えています。 

170 リング６ 「空間特質」は会議シリーズの初めに
すべきテーマでした。 

171 専門家 建築専門家との意見交換会は、受託者

である佐藤総合計画で開催している

のか。区長が区民等に委託して、区民

等が区長に答申するのが通常のため、

受託者が開催することに問題はない

のか。また、基本設計の説明がないた

め、計画を理解していない状況では薄

い意見交換になる。また、手順がある

ため、１回ではなく数回の開催が必要

ではないか。 

9月 20日に開催した区内建築専門

家との意見交換会は、区が主催しま

した。 

なお、リング会議は、設計の受託者

である佐藤総合計画が区に対して

設計案を提示する際に、区民や有識

者等からご意見やアドバイス等を

受け、参考とするものであり、その

手法について特段の問題はないと

認識しています。 

172 専門家 区内建築専門家との意見交換会にお

いて、我々建築家は、計画を理解した

うえで、責任を持って意見したい。 

これまで基本設計の内容について

は、各説明会や第１庁舎１階にある

情報発信の場「Info-Ba（場）」での

展示、区のおしらせ特集号、区ホー

ムページ等で周知に努めてまいり

ましたが、当日は意見交換していた

だくにあたっての前提条件となる

基本設計等の説明が出来ず申し訳

ありませんでした。 

173 専門家 建築専門家との意見交換会において

グループワークで意見交換を行うこ

とは有益だと思うが、「空間特質の継

承」に至るまでの議論等のプロセスが

足りない。建築士は本庁舎等整備を反

対・撤回させることを目的としてはい

ないため、丁寧な説明のプロセスを踏
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んでもらえれば納得してもらえると

思う。 

174 リング５ 二年前に、区庁舎と区民ホールが壊さ

れるらしいという話を聞き、驚きまし

た。そして今日会場に入って、人の少

なさに驚きました。世田谷区には建築

学科の学生や先生は居ないのです

ね？申し込み不要で無料なのはとて

もありがたいと思います。でも言っち

ゃ悪いけど、この規模の話し合いは、

趣味の集まり連合会の会議か、人口

1,000人程度の自治体の「新庁舎検討

会」じゃない～？ 

住民が 90万人もいる自治体の役所を

建てる＝中枢を造るという大事業で

はありませんか…？人数だけで言う

なら、山梨県庁・鳥取県庁よりも大規

模ということになります。 

私は時々（月に二回以上）地域の掲示

板を読んでいますが、区庁舎の建替え

についての広告を見た記憶が有りま

せん。区民の全員の意見などとても聞

けないし、取り入れられませんが、こ

んなに小ぢんまりした話し合いで決

定しないで下さい。 

まだ設計段階に在ると思います。ひと

つ、清水の舞台から飛び降りる気持ち

で、今日から①区報と区内の全ての街

の掲示板に見やすいデザインで広報

して頂くこと ②この設計について

三人以上の建築家の賛否両論意見を

添付した上で、区民投票に準ずる形で

半数程度の住民の意見をもらうこと

を要望いたします。 

想定外の事、30年前には起きなかった

ことが当たり前に起こる時代です。も

のごと全てに厳しくなれこそゆるや

かにはならない今、とても大変な難し

いことと思いますが、未来に全世界の

人々に誇れる一大事業を行ってほし

い。「これでい～や」という気持ちを

リング会議は、設計の各段階を広く

公開し、共有しながら、より良い設

計とするための意見交換を行う趣

旨で設置したものです。リング会議

では、全６回にわたって意見交換を

重ねていただき、ケヤキ並木などの

みどりの空間の再生・発展や既存バ

ルコニーを活用したリングテラス

の設え、リングテラスの大きさ、災

害時の安全性などについてのご意

見を設計につなげることができま

した。 

現在は法的手続きや工事のための

図面を作成する実施設計に着手し

ており、リング会議は第6回をもっ

て、条例説明会は今回をもって終了

とさせていただきますが、本庁舎等

整備の基本的方針のひとつに掲げ

た「区民自治と協働・交流の拠点と

しての庁舎」の実現を目指し、庁舎

の使われ方や管理方法等を検討す

るために区民の皆様からご意見を

お聞きする場の設置など、本庁舎整

備の各段階に応じた適切な区民参

加の手法を検討していきます。 

なお、本庁舎等整備の区民の皆様へ

の周知につきましては、昨年度3月

末に策定した基本設計について、2

月 27日に本庁舎等整備基本設計案

特集号（フルカラー8面）を発行し、

3月 8、9日に近隣及び区民向け説

明会を開催しました。実施設計段階

については10月 5日に条例等に基

づく説明会を開催し、多くのご意見

をいただきました。 

また、最新の情報を記載した本庁舎

等整備 Newsを年に数回発行し、各

区政情報コーナー、まちづくりセン

ター、図書館にも配架しています。
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捨ててほしいと願います。 区ホームページでは、本庁舎等整備

に関する平成 16年度からの各種検

討委員会等の開催や設計者選定プ

ロポーザルの実施などの取り組み

も紹介していますのでご覧くださ

い。（区ホームページ－トップペー

ジの注目情報「本庁舎等整備につい

て」から検索できます。） 

本庁舎等は区民共有の財産である

ことから、本庁舎等の整備プロセス

そのものが区民の参加と協働によ

るものとなるよう、各段階でわかり

やすい情報提供に努めていきます。 

175 リング５ リング会議の意味が4回目まで明確で
なかった(聞いた！と言う形だけの気

がする)。委員からの意見が先送りさ

れたり、それも次の回で取り上げられ

なかった。（議事録を読むと分かる） 

176 リング５ リング会議のテーマがリングに集中
されていて、他のテーマ（１０F？広

場の狭さ etc）をもっとじっくり話し

合うべき。 

177 リング５ 新庁舎プロジェクトのような大プロ
ジェクトで、この段階まで住民の意見

を聴く場をつくる区の姿勢はすごい

と思う。 

実施設計以降はこれまでの意見をも

とに推進してください。 

178 条 例 リング会議では、ワークショップ形式

で議論し、傍聴者は何も発言できな

い。リング会議において意見が多く出

されても、ホームページに出したら出

しっぱなしで終わっている。 

179 条 例 条例説明会の主催者側の人数が多い

一方で、参加する区民の人数があまり

にも少ない。多くの区民にきちんと説

明した方がよい。 

180 条 例 条例説明会の後に、もう一度説明会を

行うのか。 

181 条 例 街づくり条例に基づく、街づくりの専

門家が入った意見交換会を開催する

必要があるのではないか。開催しない

ことは、条例違反ではないか。 

本庁舎等整備においては、これまで

基本方針、基本設計の段階で何度か

説明会を開催し、区民への周知を図

ってきました。街づくり条例では、

条例で定めた説明会と同等の周知

が行われているものについては、説

明会と意見交換会の開催について、

適用除外とする旨の規定がありま

す。今回はこの規定により適用除外

とされています。 

182 リング５ 模型では想像できない 10Ｆ・5Ｆ建て

になっていないし、道路と広場の境界

がない。模型の写真をなぜとってはい

広場と中央道路の舗装は同一のも

のとし、一体的な空間の広がりを確

保する計画としていますが、道路と
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けないのかわからない。 広場の境界が判断できるようスリ

ット側溝などの設置を検討します。 

また、リング会議において展示して

る模型は、設計者である佐藤総合計

画の検討案をたたき台としてお示

ししたものですが、第５回、第６回

のリング会議においては、写真撮影

を可としていました。 

なお第１庁舎１階にある情報発信

の場「Info-Ba（場）」に展示してい

る新庁舎の模型は撮影可能です。 

183 リング６ リング会議を当初 11月から始める予

定で、1回目は建物の配置についての

ものだったがそれを無くしたのはな

ぜか。理由を明らかにして欲しい。そ

して、全部で2回のリング会議が無く

されている。これからその2回を少な

くとも開いてほしい。 

昨年度末に行われた第4回リング

会議において、実施設計段階では全

２回のリング会議を開催するとご

案内していました。第6回リング会

議(実施設計編第2回)については

当初12月頃の実施を予定していま

したが、外構などに関する皆様のご

意見を実施設計に反映させるべき

と考え、一般図作成前の9月23日

に実施することとしました。これま

でいただいたご意見を踏まえ、実施

設計をまとめていきます。 

184 リング６ リング会議も今回第6回で終了では、

全く納得しません。 

185 専門家 地域全体をみると今回の計画建物の

大きさはとんでもない大きさ。そうい

った模型をもってきて話をしたかっ

た。 

リング会議や各説明会では模型も

展示して説明をしてきましたが、建

築専門家との意見交換会に模型を

お持ちできず申し訳ありませんで

した。なお、平時は第１庁舎１階に

ある情報発信の場「Info-Ba（場）」

にて展示しています。 

186 専門家 基本設計の成果品に模型はあるのか。 

187 条 例 佐藤総合計画は、基本設計作成時に区

の基本設計留意事項に従って関係部

署に条例についての確認を行ったか。

ユニバーサルデザイン推進条例にか

かる確認・協議の項目が条例説明会資

料に記載されていないのはなぜか。 

基本設計時から条例等についての

打合せを行い、現在も継続して行っ

ています。 

近隣の方を対象とした説明会等の

実施を定めている条例はいくつか

ありますが、ユニバーサルデザイン

推進条例では、近隣への周知を行う

ことを求めていないため、今回の条

例説明会の資料には記載していま

せん。 
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188 条 例 環境条例に基づく環境審議会が開催

される予定はあるのか。傍聴は可能

か。議事録は公表されるのか。 

環境審議会は年４回程度開催され

ていますが、傍聴はできません。な

お、議事録は公表されます。 

189 条 例 風景条例に基づく審議会は開催され

る予定はあるのか。傍聴は可能か。議

事録は公表されるのか。 

風景づくり条例では、事前調整会議

がおこなわれ、風景づくりアドバイ

ザーからの助言や意見交換を行い

ますが、傍聴はできません。また、

議事録も公表されません。 

190 専門家 制約条件のある中でまとまった設計

のため、今まで以上に良い空間になる

と思うが、この場の雰囲気（他の建築

専門家の指摘意見が相次ぐ中）では賛

同の意見は言いづらい。 

本庁舎等は区民共有の財産である

ことから、本庁舎等のプロセスその

ものが区民の参加と協働によるも

のとなるよう、これまで、基本構想、

設計者選定、基本設計、実施設計を

区民参加のもと、進めてきました。

いただいたご意見をもとに検討、反

映した点も多くあります。工事、そ

して利用が始まってからも、全ての

段階で区民参加のもとで進められ

るよう、引き続き工夫を重ねていき

ます。 

191 リング５ 2020に向けて、区は共生社会ホストタ

ウンとして国の登録を受けています。

区庁舎も、今後のレガシーとしてほこ

れるものを残していただきたいと思

います。 

ご期待に添えられるよう進めてい

きます。 

192 ｲ ﾝ ﾌ ｫ  余計なところで税金使ってんな●

●！ 

193 ｲ ﾝ ﾌ ｫ  退屈なビルになっちゃいましたね。好

きだったのになぁ。 

194 専門家 我々世田谷区民は主人で区は従僕。タ

ックスペイヤーとタックスサーバン

ト。 

195 専門家 佐藤総合計画ほどの実力のある事務

所であればこの状況も乗り越えて素

晴らしい建物を設計できると思って

いるので期待している。 

196 リング６ 近い将来、素敵な庁舎ができることを

楽しみにおります。 

197 リング６ 真剣に庁舎の事を考えようとする区

民がやっと現れてきているのが今の
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庁舎整備の状況。考えてもらうよう努

力するのが税金を人のために使う区

の役割。 

198 リング６ 世田谷区らしくないチープな計画案

は職員にとっても使いづらく、他区に

自慢できるような作品になっていな

い。 

199 リング６ 世田谷区役所及び区民会館が、すばら
しい構造物で、区民の期待感を背負っ

たものとなるよう頑張って下さい。 

出来れば、基本設計の概略（案）を拝

見出来るよう工夫頂ければ幸いです。 

200 リング６ 世田谷区民であることを誇れる、区民
に優しい区役所になることを（内部も

外部も）期待しています。 

 


